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公
共
下
水
道
や
農
業
集
落

排
水
を
利
用
し
ま
し
ょ
う 

～
下
水
道
接
続
の
お
願
い
～

　
快
適
で
衛
生
的
な
生
活
環
境

や
河
川
な
ど
の
水
環
境
を
守
る

た
め
、
市
で
は
公
共
下
水
道
や

農
業
集
落
排
水
が
使
え
る
区
域

に
お
住
ま
い
の
方
に
、
公
共
下

水
道
へ
の
接
続
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。

　
な
お
、
接
続
工
事
に
必
要
な

資
金
を
銀
行
な
ど
か
ら
借
り
る

場
合
、
１
０
０
万
円
ま
で
無
利

子
で
融
資
が
受
け
ら
れ
る
融
資

あ
っ
せ
ん
（
利
子
補
給
）
制
度

を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
詳
し
く

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
参
照
）
な

ど
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　
ま
た
、
す
で
に
公
共
下
水
道

や
西
方
地
域
の
農
業
集
落
排
水

を
ご
利
用
で
、
井
戸
水
を
使
用

し
て
い
る
世
帯
、
も
し
く
は
大

平
・
藤
岡
地
域
で
農
業
集
落
排

水
を
使
用
し
て
い
る
世
帯
は
、

使
用
人
数
に
よ
り
下
水
道
使
用

料
が
変
わ
り
ま
す
。
使
用
人
数

が
変
更
に
な
っ
た
と
き
は
、
問

合
先
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問 

接
続
工
事
等
に
つ
い
て･･･

下
水
道
建
設
課
☎

（21）
２
２
９
０

使
用
人
数
に
つ
い
て･･･

企
業
経
営
課　
☎

（25）
２
１
０
０

軽
自
動
車
な
ど
の
届
出
は

お
早
め
に

　
軽
自
動
車
税
は
４
月
１
日
現

在
の
名
義
人
が
課
税
の
対
象
と

な
り
ま
す
。
盗
難
・
譲
渡
な
ど

に
よ
り
軽
自
動
車
な
ど
が
お
手

元
に
な
く
て
も
、
届
出
を
行
わ

な
い
と
課
税
さ
れ
ま
す
。廃
車・

住
所
変
更
・
名
義
変
更
は
３
月

中
に
届
出
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ

い
。

　

乗
用
装
置
の
あ
る
ト
ラ
ク

タ
ー
、
コ
ン
バ
イ
ン
等
農
耕
車

お
よ
び
フ
ォ
ー
ク
・
リ
フ
ト
、

シ
ョ
ベ
ル
・
ロ
ー
ダ
な
ど
の
小

型
特
殊
自
動
車
は
軽
自
動
車
税

の
課
税
対
象
に
な
り
ま
す
。
該

当
す
る
車
両
を
所
有
し
て
い
る

場
合
、
ま
た
新
た
に
取
得
さ
れ

た
場
合
は
、
速
や
か
に
軽
自
動

車
税
の
申
告
を
し
て
標
識
（
ナ

ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
）
の
交
付
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。

問 
１
２
５
㏄
以
下
の
オ
ー
ト

バ
イ
や
農
耕
車･･･

市
民
税
課　
　
☎

（21）
２
２
６
１

１
２
６
㏄
以
上
の
オ
ー
ト
バ
イ･･･

栃
木
運
輸
支
局　
佐
野
事
務
所

☎
０
５
０-

５
５
４
０-
２
０
２
０

軽
四
輪
車･･･

軽
自
動
車
検
査
協
会　
佐
野
支
所

☎
０
５
０-

３
８
１
６-

３
１
０
８

お
も
い
や
り
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の

利
用
証
を
交
付
し
て
い
ま
す

　

栃
木
県
で
は
、
障
が
い
者
や

高
齢
者
、
妊
産
婦
な
ど
の
歩
行

が
困
難
な
方
の
た
め
に
駐
車
優

先
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
取
り

組
み
、「
お
も
い
や
り
駐
車
ス

ペ
ー
ス
つ
ぎ
つ
ぎ
事
業
」を
行
っ

て
い
ま
す
。
該
当
と
な
る
方
に

は
、
お
も
い
や
り
駐
車
ス
ペ
ー

ス
の
利
用
証
を
交
付
し
ま
す
。

　
障
が
い
の
あ
る
人
な
ど
の
た

め
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
適
正
利

用
に
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

対
象　
左
表
の
と
お
り

交
付
場
所　

障
が
い
福
祉
課
、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
地

域
包
括
ケ
ア
推
進
課
（
介
護
認

定
を
受
け
て
い
る
方
の
み
）、

健
康
増
進
課
（
妊
産
婦
の
方
の

み
）

申
請
に
必
要
な
も
の　

次
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
１
点

・
障
が
い
者
手
帳

・
介
護
保
険
証

・
母
子
手
帳

・
特
定
医
療
費
（
指
定
難
病
）

受
給
者
証
、
小
児
慢
性
特
定
疾

病
医
療
費
受
給
者
証
、
一
般
特

定
疾
患
医
療
受
給
者
証
の
い
ず

れ
か

・
医
師
の
診
断
書
・
意
見
書
等

（「
歩
行
が
困
難
で
あ
る
」
こ
と

の
記
載
必
要
）　

問 

障
が
い
福
祉
課　

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
０
３

令
和
２
年
度
福
祉
タ
ク
シ
ー

利
用
助
成
券
を
、
３
月
30
日

か
ら
交
付
し
ま
す

対
象　
市
内
在
住
で
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
（
施
設

へ
入
所
し
て
い
る
方
は
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
。）

①
身
体
障
害
者
手
帳
（
１・
２

級
）、療
育
手
帳
（
Ａ
１・Ａ
２
）

ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
（
１
級
）
の
い
ず
れ
か
の

手
帳
を
お
持
ち
の
方

②
80
歳
以
上
の
方
で
、
月
１
回

以
上
通
院
し
、
タ
ク
シ
ー
の
利

用
を
必
要
と
す
る
方

③
65
歳
以
上
80
歳
未
満
の
方
で
、

月
４
回
以
上
通
院
し
、タ
ク
シ
ー

の
利
用
を
必
要
と
す
る
方

交
付
内
容　

１
枚
あ
た
り

５
０
０
円
助
成
さ
れ
る
利
用
券

を
、
年
24
枚
交
付
（
10
月
以
降

の
申
請
の
場
合
は
12
枚
）
し
ま

す
。（
※
１
回
の
乗
車
に
つ
き

２
枚
ま
で
使
用
で
き
ま
す
。）

申
請
に
必
要
な
も
の

重
度
障
が
い
者
の
方･･･

障
害

者
手
帳
、
印
か
ん

高
齢
者
の
方･･･

通
院
を
証
明

す
る
書
類
（
申
請
月
か
前
月
分

の
領
収
書
で
、
80
歳
以
上
の
方

は
１
枚
、
65
歳
以
上
80
歳
未
満

の
方
は
同
月
で
４
枚
必
要
）、

年
齢
の
わ
か
る
書
類
（
保
険
証

等
）、
印
か
ん

※
代
理
申
請
の
場
合
は
、
代
理

者
の
印
か
ん
お
よ
び
身
分
証
も

必
要
で
す
。

申
請
受
付

　
３
月
30
日
（
月
）
か
ら
、
障

が
い
福
祉
課
お
よ
び
各
総
合
支

所
市
民
生
活
課
で
受
付
す
る
ほ

か
、
次
の
と
お
り
出
張
受
付
を

行
い
ま
す
。

・
４
月
13
日
（
月
）

 

９
時
～
11
時　
皆
川
公
民
館

・
４
月
14
日
（
火
）　

 

９
時
～
11
時
30
分 

大
宮
公
民
館

・
４
月
15
日
（
水
）

 

９
時
～
11
時
30
分 

吹
上
公
民
館

・
４
月
16
日
（
木
）

 

９
時
～
11
時　
国
府
公
民
館

・
４
月
17
日
（
金
）　

 

９
時
～
11
時　
寺
尾
公
民
館

※
４
月
上
旬
は
、
窓
口
が
大
変

混
雑
い
た
し
ま
す
。
年
間
を
通

し
て
随
時
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
の
で
、
お
急
ぎ
で
な
い

方
は
、
混
雑
時
期
を
お
避
け
下

さ
い
。

問 

障
が
い
福
祉
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
０
３

３
月
１
日
か
ら
３
月
７
日
は

建
築
物
防
災
週
間

　
建
築
物
の
維
持
保
全
を
適
正

に
実
施
す
る
こ
と
は
、
思
わ
ぬ

事
故
を
防
ぎ
、
地
震
や
火
災
等

の
災
害
時
の
被
害
を
軽
減
し
、

建
築
物
を
長
持
ち
さ
せ
る
こ
と

に
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
の
機
会

に
建
築
物
の
安
全
確
認
を
行
い

ま
し
ょ
う
。

※
市
で
は
こ
の
期
間
中
、
昭
和

56
年
５
月
以
前
に
建
て
ら
れ
た

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震

改
修
な
ど
に
対
す
る
補
助
制
度

を
ご
案
内
し
ま
す
。
詳
し
く
は

問
合
先
へ

問 

建
築
課　
☎

（21）
２
４
４
１

カ
ラ
ス
等
の
駆
除

　
農
作
物
を
荒
ら
し
た
り
、
人

や
家
畜
に
危
害
を
及
ぼ
す
カ
ラ

ス
等
の
駆
除
を
、
地
元
猟
友
会

の
協
力
に
よ
り
実
施
し
ま
す
。

日
時　
３
月
21
日
（
土
）
～
29

日
（
日
） （
期
間
内
で
２
日
間

程
度
、
日
の
出
か
ら
日
没
ま
で

実
施
予
定
）

場
所　
栃
木
地
域
の
山
林
・
田

畑
（
都
賀
地
域
の
一
部
を
含

む
）、
太
平
山
や
巴
波
川
浄
化

セ
ン
タ
ー
の
周
辺
（
大
平
地
域

の
一
部
を
含
む
）、
永
野
川
・

思
川
等
の
河
川
敷

問 

農
林
整
備
課
☎

（21）
２
２
８
９

令
和
２
年
農
業
用
免
税
軽
油

一
括
交
付
期
間
後
の
申
請

　
栃
木
県
税
事
務
所
で
は
、
正

規
の
期
間
内
に
申
請
で
き
な

か
っ
た
方
の
追
加
申
請
を
受
け

付
け
ま
す
。
交
付
を
希
望
す
る

方
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。な
お
、

今
回
の
申
請
期
間
を
過
ぎ
ま
す

と
、
１
年
分
の
全
量
交
付
が
で

き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
の
際
の
持
ち
物
等
は
、

広
報
と
ち
ぎ
１
月
号
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

日
時
　
３
月
５
日
（
木
）、
６

日
（
金
）　

※
各
日
と
も
９
時

～
11
時
30
分
、
13
時
～
16
時

場
所
　
栃
木
県
庁
下
都
賀
庁
舎 

（
神
田
町
）

問 

栃
木
県
税
事
務
所

　
　
　
　
　
　
☎

（23）
６
８
８
２

就
学
援
助
制
度

　
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
、
就

学
が
困
難
な
市
内
在
住
の
児

童
・
生
徒
の
保
護
者
に
対
し
、

学
用
品
費
・
学
校
給
食
費
等
の

一
部
を
援
助
す
る
こ
と
に
よ

り
、
児
童
・
生
徒
が
安
心
し
て

通
学
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。
支
援
内
容

や
申
請
方
法
等
、
詳
細
は
問
合

先
へ
。

問 

教
育
総
務
課
☎

（21）
２
４
６
２

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
点
検

し
ま
し
ょ
う
！！

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
火

災
時
に
適
切
に
作
動
す
る
よ

う
、
設
置
し
た
後
も
適
切
な
維

持
管
理
が
必
要
で
す
。
点
検
ボ

タ
ン
を
押
す
、
点
検
ひ
も
を

ひ
っ
ぱ
る
な
ど
、
定
期
的
に
作

動
確
認
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
新
築
住
宅
に
住
宅
用
火

災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
付
け

ら
れ
て
か
ら
13
年
が
経
ち
、
設

置
か
ら
10
年
以
上
経
過
し
た
住

宅
が
増
え
て
い
ま
す
。
10
年
以

上
経
過
し
た
住
宅
用
火
災
警
報

器
は
本
体
内
部
の
電
子
部
品
が

劣
化
し
て
火
災
を
感
知
し
な
く

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

本
体
の
交
換
を
お
勧
め
し
ま
す
。

問 

消
防
本
部
予
防
課

　
　
　
　
　
　
☎

（22）
０
０
７
２

ま
ち
づ
く
り
フ
ァ
ン
ド
へ
の

寄
附
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た

　
12
月
16
日
、
栃
木
ア
ン
カ
ー

工
業
株
式
会
社
様
よ
り
、
市
民

活
動
の
推
進
に
役
立
て
て
欲
し

い
と
25
万
４
千
９
百
円
の
寄
附

が
あ
り
ま
し
た
。

　

い
た
だ
い
た
寄
附
は
、
市
民

活
動
推
進
事
業
補
助
金‶

と
ち

ぎ
夢
フ
ァ
ー
レ
″
の
一
部
と
し

て
様
々
な
市
民
活
動
に
有
効
に

活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問 

地
域
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
３
３
２

おもいやり駐車スペース利用対象者表
該当する障がい名 等級

身
体
障
害
者
手
帳
を

お
持
ち
の
方

視覚 １級から４級
平衡機能 ３級、５級

肢体不自由

上肢機能 １級、２級
下肢機能 １級から６級
体幹機能 １級から３級、５級
上肢機能（脳原生運動機能）１級、２級
下肢機能（脳原生運動機能）１級から６級

内部

心臓機能 １級、３級、４級
じん臓機能 １級、３級、４級
呼吸器機能 １級、３級、４級
ぼうこう又は直腸機能 １級、３級、４級
小腸機能 １級、３級、４級
肝臓機能 １級から４級

免疫機能 １級から４級
療育手帳をお持ちの方 Ａ１、Ａ２
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 １級
高齢者等 要介護１～５

難病患者

特定医療費（指定難病）
受給者、小児慢性特定
疾病医療受給者、指定
難病の診断基準を満た
している方、一般特定
疾患医療受給者

妊産婦 妊娠７ヶ月から産後１年

傷病人
医師の診断書等で「歩
行困難」が認められる
方で、１年の範囲内


